
地方独立行政法人法第 66 条（抜粋） 

 

（権利義務の承継等） 

第六十六条 移行型地方独立行政法人の成立の際、当該移行型地方独立行政法人が行う業務

に関し、現に設立団体が有する権利及び義務（当該移行型地方独立行政法人の成立前に設

立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち当該移行型地方独立行政

法人の成立の日までに償還されていないものに係るものを除く。）のうち政令で定めると

ころにより設立団体の長が定めるものは、当該移行型地方独立行政法人の成立の時におい

て当該移行型地方独立行政法人が承継する。 

２ 前項の規定により移行型地方独立行政法人が権利及び義務を承継する場合においては、設

立団体の長は、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、当該移行型地方独立行政法人

の成立の日現在における当該移行型地方独立行政法人の資産及び負債の見込みを明らかにす

る書類（次項において「資産及び負債に関する書類」という。）を作成し、かつ、当該義務

に係る債権者（次項、第六項及び第七項において「債権者」という。）の閲覧に供するた

め、これをその事務所に備え置かなければならない。 

 


